
市政に対する 一般質問

地域防災力の向上について

 

行
田
市
で
は
地
域
の
防
災
リ
ー

ダ
ー
育
成
や
地
域
防
災
力
の
向
上

を
目
的
と
し
て
、
令
和
４
年
度
よ

り
、
行
田
市
防
災
士
養
成
講
座
を

開
催
し
、
幅
広
い
多
様
な
層
で
防

災
士
を
養
成
し
、
地
域
防
災
力
の

強
化
を
図
っ
て
い
る
。

問  

本
市
の
防
災
士
養
成
講
座
で

の
防
災
士
の
取
得
状
況
は
。

答  

令
和
４
年
度
82
名
、
令
和
５

年
度
79
名
、
令
和
６
年
度
70
名
、

令
和
７
年
度
が
現
時
点
で
35
名
、

４
年
間
の
合
計
は
２
６
６
名
。

問  

取
得
後
の
防
災
知
識
、
技
能

向
上
の
た
め
の
研
修
等
の
実
施
状

況
は
。

答  

市
の
防
災
訓
練
、
防
災
フ
ェ

ア
及
び
防
災
士
研
修
会
等
で
、
机

上
研
修
に
加
え
、
実
践
的
な
応
急

手
当
訓
練
や
炊
き
出
し
訓
練
を
実

施
し
て
い
る
。

問  

今
後
の
防
災
士
育
成
は
。

答  

昨
年
度
か
ら
、
防
災
士
養
成

講
座
の
受
講
対
象
者
を
中
学
生
以

上
と
し
、
要
配
慮
者
が
利
用
す
る

幼
稚
園
、保
育
園
、高
齢
者
施
設
の

職
員
を
加
え
た
。本
年
度
は
熊
谷

市
と
共
同
で
、
防
災
士
養
成
講
座

を
実
施
。来
年
度
も
引
き
続
き
、熊

谷
市
と
共
同
で
実
施
予
定
。

大 屋　彰（公明党）

より良い多文化共生のために／
                            日本遺産構成文化財「行田音頭」

問  
多
文
化
共
生
の
た
め
の
、
地

域
住
民
の
皆
様
に
対
す
る
支
援
に

つ
い
て
。

答  

自
治
会
長
に
向
け
「
や
さ
し

い
日
本
語
」
の
研
修
準
備
を
進
め

て
い
る
。

問  

カ
タ
ロ
グ
ポ
ケ
ッ
ト
と
い
う

多
言
語
対
応
ア
プ
リ
を
、
近
隣
市

で
は
外
国
人
へ
の
住
民
サ
ー
ビ
ス

と
し
て
導
入
し
て
い
る
。本
市
は

ど
う
か
。

答  

外
国
人
に
も
対
等
に
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
と
認

識
し
て
お
り
、
導
入
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。

問  

浮
き
城
ま
つ
り
や
地
域
の
お

祭
り
で
行
田
音
頭
を
活
用
し
て
み

て
は
。

答  

継
承
活
用
す
る
上
で
有
効
な

手
段
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
後
お

祭
り
実
行
委
員
会
、
主
催
者
に
働

き
か
け
て
い
く
。

問  

夕
方
５
時
の
防
災
行
政
無
線

の
放
送
を
行
田
音
頭
に
変
え
て
み

て
は
。

答  

こ
の
放
送
は
子
ど
も
た
ち
へ

の
帰
宅
時
間
の
注
意
や
、
防
災
行

政
無
線
放
送
の
点
検
の
一
環
で
あ

る
た
め
、
聞
き
や
す
さ
な
ど
を
踏

ま
え
調
査
研
究
し
て
い
く
。

駒 見 行 彦（令和研究会）

夏休みの見直しも、
そろそろ必要なのでは？

問  

せ
っ
か
く
の
夏
休
み
だ
が
気

温
が
高
す
ぎ
て
何
も
で
き
な
い
。

海
や
避
暑
地
に
行
く
の
が
困
難
な

家
庭
も
少
な
く
な
い
。異
常
な
気

温
上
昇
や
、
学
校
へ
の
ク
ー
ラ
ー

完
備
な
ど
状
況
も
変
わ
っ
た
中
で

夏
休
み
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
だ

ろ
う
か
。そ
も
そ
も
夏
休
み
の
目

的
と
は
何
か
？

答  

特
に
定
め
は
な
く
、
行
田
市

と
し
て
は
、
児
童
生
徒
の
心
身
の

休
養
と
、
学
校
で
は
で
き
な
い
多

様
な
体
験
、
と
し
て
い
る
。

問  

今
、
行
田
の
夏
は
暑
す
ぎ
て

心
身
の
休
養
も
、
外
で
の
多
様
な

体
験
も
で
き
な
い
。そ
れ
な
ら
春

と
秋
が
最
適
な
の
で
は
。大
胆
な

見
直
し
案
と
し
て
、
夏
休
み
は
二

週
間
に
し
て
、
春
休
み
に
二
週
間

追
加
し
、
ま
た
新
た
に
二
週
間
の

秋
休
み
を
設
け
て
は
ど
う
か
。

答  

他
市
の
状
況
も
踏
ま
え
つ
つ

調
査
研
究
す
る
。

野 本 翔 平（令和研究会）

ぎょうだ議会だより　❻
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長

※議長は採決に加わりません。（可否同数の場合は議長裁決となります。）

（議案）
第53号

承
認〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇

専決処分の承認を求めるについて
（令和７年度行田市一般会計補正予算
（第２回））

第61号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市土砂等による土地の埋立て等の
規制に関する条例の一部を改正する条
例

第54号 同
意〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市教育委員会委員の任命につき同

意を求めるについて

第55号 可
決〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×令和７年度行田市一般会計補正予算
（第３回）

第56号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×令和７年度行田市国民健康保険事業費
特別会計補正予算（第１回）

第57号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×令和７年度行田市後期高齢者医療事業
費特別会計補正予算（第１回）

第58号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市職員の勤務時間、休日及び休暇
に関する条例の一部を改正する条例

第59号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市職員の育児休業等に関する条例
の一部を改正する条例

第62号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市重度心身障害者医療費助成条例
の一部を改正する条例

第66号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市議会議員及び市長選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関
する条例の一部を改正する条例

第67号 認
定〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×令和６年度行田市一般会計歳入歳出決
算認定について

第63号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市下水道条例の一部を改正する条
例

第64号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市企業職員の給与の種類及び基準
を定める条例の一部を改正する条例

第65号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市水道事業給水条例の一部を改正
する条例

第68号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×令和６年度行田市国民健康保険事業費
特別会計歳入歳出決算認定について

第69号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇令和６年度交通災害共済事業費特別会
計歳入歳出決算認定について

第70号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×令和６年度介護保険事業費特別会計歳
入歳出決算認定について

第71号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×令和６年度後期高齢者医療事業費特別
会計歳入歳出決算認定について

第60号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×

行田市斎場条例の一部を改正する条例

（市長提出議案）
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番号
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（賛成：○　反対：×）

提出議案とその結果


